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(57)【要約】
　対象の消化管（ＧＩＴ）における粘膜疾患の粘膜評価
のコンピュータ化された方法は、ＧＩＴの少なくとも一
部の画像ストリームを受信することと、ストリームを複
数のセグメントに分解することであって、各セグメント
はＧＩＴの少なくとも一部の領域に対応する、分解する
ことと、セグメントの各々に対する値の組を取得するこ
とであって、値の組は、粘膜疾患におけるセグメントの
病理学的関与と、セグメントにおける粘膜疾患の粘膜徴
候の重篤度とを示す、取得することと、各セグメントに
対する値の組に基づいて、対象のＧＩＴの少なくとも一
部の全体における粘膜疾患の粘膜徴候の位置及び重篤度
を示す表示を生成することであって、ＧＩＴの少なくと
も一部における粘膜疾患の状態を評価することを可能に
する、生成することと、を含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象の消化管（ＧＩＴ）における粘膜疾患の粘膜評価のコンピュータ化された方法であ
って、前記方法は、
　前記対象のＧＩＴの少なくとも一部の画像ストリームを受信することと、
　前記画像ストリームを複数のセグメントに分解することであって、各セグメントは前記
対象のＧＩＴの前記少なくとも一部の領域に対応する、分解することと、
　前記セグメントの各々に対する値の組を取得することであって、前記値の組は、前記粘
膜疾患における前記セグメントの前記病理学的関与と、前記セグメントにおける前記粘膜
疾患の粘膜徴候の重篤度とを意味する、取得することと、
　各セグメントに対する前記値の組に基づいて、前記対象のＧＩＴの前記少なくとも一部
の全体における前記粘膜疾患の前記粘膜徴候の前記位置及び重篤度を示す表示を生成する
ことであって、前記対象のＧＩＴの前記少なくとも一部における前記粘膜疾患の前記状態
を評価することを可能にする、生成することと、を含む、コンピュータ化された方法。
【請求項２】
　前記表示された画像ストリームにおいて前記セグメント又はＧＩＴ領域を示しながら、
前記画像ストリームをユーザに表示することと、
　前記セグメントの各々に対する前記値の組の１つ又は複数の値を入力するように前記ユ
ーザに指示することと、をさらに含み、
　前記ＧＩＴ領域は実質的に等しい長さである、請求項１に記載のコンピュータ化された
方法。
【請求項３】
　前記セグメントの各々に対する前記値の組の１つ又は複数の値を入力するように前記ユ
ーザに指示することは、その表示中又は表示の直後で、かつ次のセグメントの表示の前に
実行される、請求項２に記載のコンピュータ化された方法。
【請求項４】
　前記ＧＩＴの前記少なくとも一部が小腸及び結腸を含む、請求項１に記載のコンピュー
タ化された方法。
【請求項５】
　前記画像ストリームは、前記小腸及び前記結腸の３つの領域に対応する４つのセグメン
トに分解される、請求項４に記載のコンピュータ化された方法。
【請求項６】
　各セグメントに対して取得された前記値の組は、
　ｉ）前記セグメント内の前記粘膜徴候の最も高い重篤度を示す値と、
　ｉｉ）前記セグメント内の前記粘膜徴候の一般的な重篤度を示す値と、
　ｉｉｉ）前記セグメント内の前記粘膜徴候の程度を示す値と
を含む、請求項１に記載のコンピュータ化された方法。
【請求項７】
　前記粘膜徴候の前記程度の値は、粘膜徴候を表す前記それぞれのＧＩ領域の組織表面の
部分を示す、請求項６に記載のコンピュータ化された方法。
【請求項８】
　前記画像ストリームがカプセル内視鏡によって取り込まれ、前記画像ストリームの前記
少なくとも一部が、前記対象のＧＩＴを通る前記カプセル内視鏡の進行のコンピュータ化
された評価を介して複数のセグメントに分解される、請求項１に記載のコンピュータ化さ
れた方法。
【請求項９】
　前記表示は、そのＧＩＴ領域の各々を描画する前記ＧＩＴの前記少なくとも一部の解剖
学的グラ表示と、前記ＧＩＴ領域の各々に対して得られた前記値の組の１つ又は複数の値
とを含む、請求項１に記載のコンピュータ化された方法。
【請求項１０】
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　前記セグメントの各々に対する前記値の組を取得することは、前記セグメントの前記各
々における前記粘膜疾患の粘膜徴候を識別することを含む、請求項１に記載のコンピュー
タ化された方法。
【請求項１１】
　前記セグメントのそれぞれに対する前記値の組を取得することは、前記セグメントの各
々に対する前記値の組の１つ又は複数の値を計算することを含む、請求項１に記載のコン
ピュータ化された方法。
【請求項１２】
　前記値の組は、前記ＧＩＴの関心のある１つ又は複数の部分の前記病理学的関与をさら
に示す、請求項１に記載のコンピュータ化された方法。
【請求項１３】
　対象の消化管（ＧＩＴ）における粘膜疾患を監視するためのコンピュータ化された方法
であって、前記コンピュータ化された方法は、
　前記対象のＧＩＴの少なくとも一部における前記粘膜疾患の粘膜徴候の前記位置及び重
篤度を示す複数の表示を取得することであって、前記複数の表示の各表示は、請求項１に
記載の前記コンピュータ化された方法に従って生成され、前記複数の表示の各表示は、一
意の日付を有する処置の間に前記対象のＧＩＴにおいて取り込まれた画像のストリームに
基づく、取得することと、
　前記対象のＧＩＴの前記少なくとも一部の前記複数の表示を隣接して表示することと、
　各表示にそれに対応する一意の日付をタグ付けすることにより、ユーザが経時的に前記
粘膜疾患の前記状態を監視することを可能にする、タグ付けすることと、を含む、コンピ
ュータ化された方法。
【請求項１４】
　各表示は、そのＧＩＴ領域の各々を描画する前記ＧＩＴの前記少なくとも一部の解剖学
的グラフィカル表示と、前記ＧＩＴ領域の各々に対して前記得られた値の組の１つ又は複
数の値とを含み、前記解剖学的グラフィカル表示は、それらの対応する一意の日付に従っ
てタイムラインに沿って表示される、請求項１３に記載のコンピュータ化された方法。
【請求項１５】
　治療開始及び停止データを含む前記対象の医学治療履歴データを受信することと、
　それらに対応する一意の日付に従ってタイムラインに沿って前記複数の表示を表示する
ことと、
　前記医学治療履歴データの少なくとも一部を前記タイムラインに沿って表示することと
、をさらに含む、請求項１４に記載のコンピュータ化された方法。
【請求項１６】
　前記医学治療履歴データは、前記対象に処方された薬剤を含む、請求項１５に記載のコ
ンピュータ化された方法。
【請求項１７】
　前記ＧＩＴ領域は実質的に等しい長さである、請求項１に記載のコンピュータ化された
方法。
【請求項１８】
　対象の消化管（ＧＩＴ）における粘膜疾患の粘膜評価のコンピュータ化された方法であ
って、前記方法は、
　前記対象のＧＩＴの少なくとも一部の画像ストリームを受信することと、
　前記画像ストリームを複数のセグメントに分解することであって、各セグメントは前記
対象のＧＩＴの前記少なくとも一部の領域に対応し、前記ＧＩＴ領域は実質的に等しい長
さである、分解することと、
　ユーザから前記セグメントの各々に対する値の組を受信することであって、前記値の組
は前記粘膜疾患における前記セグメントの前記病理学的関与と、前記セグメントにおける
前記粘膜疾患の粘膜徴候の重篤度とを示す、受信することと、
　各セグメントに対する前記値の組に基づいて、前記対象のＧＩＴの前記少なくとも一部
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の全体における前記粘膜疾患の前記粘膜徴候の前記位置及び重篤度を示す表示を生成する
ことであって、それにより前記対象のＧＩＴの前記少なくとも一部における前記粘膜疾患
の前記状態を評価することを可能にする、生成することと、を含む、コンピュータ化され
た方法。
【請求項１９】
　対象の消化管（ＧＩＴ）における粘膜疾患の粘膜評価のシステムであって、前記システ
ムは、
　記憶装置であって、
　　前記対象のＧＩＴの少なくとも一部の画像ストリームを受信することと、
　　前記画像ストリームを複数のセグメントに分解することであって、各セグメントは前
記対象のＧＩＴの前記少なくとも一部の領域に対応する、分解することと、
　　前記セグメントの各々に対する値の組を取得することであって、前記値の組は、前記
粘膜疾患における前記セグメントの前記病理学的関与と、前記セグメントにおける前記粘
膜疾患の粘膜徴候の重篤度とを示す、取得することと、
　　各セグメントに対する前記値の組に基づいて、前記対象のＧＩＴの前記少なくとも一
部の全体における前記粘膜疾患の前記粘膜徴候の前記位置及び重篤度を示す表示を生成す
ること、のためのその中に格納された命令を有する、記憶装置と、
　前記命令を実行するように構成された少なくとも１つのハードウェアプロセッサと、
　前記生成された表示を表示するように構成されたディスプレイと、を備える、システム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被験者の消化管（「ＧＩＴ」）における粘膜疾患の標準化された評価及び／
又は監視の方法及びシステムに関する。より具体的には、限定するものではないが、本発
明は、１つ又は複数の処置中に取得された画像に基づいて、被験者のＧＩＴの領域の画像
を特徴付け、スコア付け、要約し、及び／又は表示することによって、標準化された方法
で粘膜疾患を評価及び／又は監視するためのシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＧＩＴは、口から肛門までの消化管を指し、体内の最大の器官の１つであり、栄養製品
及び水の消費、消化及び吸収と、廃棄物の排出を中心とする多くの機能を果たしている。
これは異物への同時曝露に対する重要な免疫的な防御とともに、体内で最も大きな免疫臓
器となる。ＧＩＴは、その長さに沿って、構造及び機能の両方の観点から、様々な別個の
領域に分割される。しかし、ＧＩＴの長さ全体にわたって、特に腸管に沿った組織構成の
観点から、維持される基本的な均一な類似性が存在する。
【０００３】
　ＧＩＴにおける組織の最も内側の層は粘膜である。この層は、ＧＩＴの管腔の内容物と
直接接触するので非常に重要であり、したがって、力学的、化学的及び感染性のストレス
にさらされる。粘膜は、組織学的には、内腔外から、上皮、粘膜固有層及び粘膜筋板から
構成される。粘膜上皮は、腸内分泌細胞及び腸細胞によって達成される栄養製品の消化及
び吸収の中心である。しかしながら、上皮の正確な細胞構造、例えば、絨毛の突起及び陰
窩は、各ＧＩＴ領域の特定の機能によって大きく異なる。粘膜固有層は主に結合組織で構
成され、その下に粘膜筋板の薄い筋層がある。この筋層は、粘膜にひだ及び稜の巨視的外
観を与える。
【０００４】
　粘膜は、ＧＩＴが内視鏡的に検査され得る観察窓であるため、この層及びその領域特有
の正常な外観における変化は、根底にある病理学的過程を示す。粘膜病理学で現れる多く
の病状があり、巨視的正常構造（例えば、絨毛）の欠損、びらん及び潰瘍、血管奇形、化
生及び／又は腫瘍として存在し得る。これらは、炎症性腸疾患（ＩＢＤ）、血管疾患、自
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己免疫疾患、吸収不良疾患、移植片対宿主病、薬害疾患、放射線誘発疾患及び悪性腫瘍の
結果であり得るが、これらに限定されない。これらの粘膜疾患を内視鏡的に直接観察する
機能のために、疾患進行及び治療に対する応答性を評価する独特の機会及び機能がある。
【０００５】
　重大な粘膜徴候を有する全身性疾患の典型的な例の１つがＩＢＤである。ＩＢＤの２つ
の主要な形態のクローン病（ＣＤ）及び潰瘍性大腸炎（ＵＣ）は、被験者のＧＩＴ、主に
小腸（ＳＢ）及び結腸それぞれの慢性及び／又は再発性免疫活性化及び炎症の傾向によっ
て特徴付けることができる。ＩＢＤにおける、そして特にＣＤ患者管理における典型的な
関心点は、合併症の発症に対する症状軽減及び／又は監視の期間の達成であった。この目
的のために、前者は、日常活動及び生活の質の指標（例えば、クローン病活動指標（ＣＤ
ＡＩ）、炎症性腸疾患質問紙（ＩＢＤＱ）など）及び実験室評価によって評価され、後者
は、腸管外（例えば、磁気共鳴腸運動記録又はコンピュータ断層撮影法腸運動記録（ＭＲ
Ｅ又はＣＴＥ））による瘻孔、膿瘍及び狭窄）及び腸管内（例えば組織生検による結腸異
形成及び悪性腫瘍）の両方の、合併症の特殊な検出を可能にするモダリティを介して評価
される。
【０００６】
　最近、ＣＤ患者管理に対する単に症状的アプローチからの脱却があった。現在関心点は
、粘膜疾患評価及び粘膜治癒の検出、すなわち病変粘膜を健康で正常に出現する組織に戻
すことに焦点を当てている。これは、消化管機能の保存及び疾患の自然経過の変化に中心
を置いている。過去の概念とは対照的に、患者の臨床的提示と彼の粘膜疾患の関与との間
には必ずしも線形相関があるとは限らない。
【０００７】
　したがって、被験者（例えば、患者）の臨床的、実験的及び健康状態を評価することに
加えて、医師は、腸疾患の粘膜炎症活性を推定し、それを経時的に評価することに関心が
ある。患者の疾患の包括的描写を把握し、患者の治療を効果的に管理し、臨床的意思決定
を支援し、患者結果を改善し、構造的合併症への進行を阻止するために、粘膜疾患の内視
鏡的評価を含むことが重要である。したがって、粘膜評価は治療計画の重要な部分であり
、粘膜を監視することは臨床試験における重要なエンドポイントとなり、臨床実践におけ
る望ましい目標となりうる。
【０００８】
　粘膜疾患患者を治療する際の臨床的決定を助けるために、疾患活動性及び／又は粘膜徴
候を評価するための様々な技術を使用することができる。これらの技術は、放射線方法（
ＣＴＥ及びＭＲＥ）及び／又は内視鏡方法（従来及びカプセル内視鏡法）と、炎症及び粘
膜透過性のバイオマーカ（例えば、カルプロテクチン及びｃ－反応性タンパク質（ＣＲＰ
））を含む。
【０００９】
　放射線モダリティは、粘膜炎症を直接的に示すのではなく、むしろ経壁的変化及び重要
な粘膜炎症過程の手がかりを示す。このように、これらのモダリティは、粘膜における程
度又は実際の病態の徴候を示さず、通常は望ましくない放射線に関連する。放射線を使用
しない処置であるＭＲＥは、粘膜疾患の経壁的評価のための有効な方法であるが、高価で
あり、その結果、広く利用できない。近位（末端回腸近位）小腸粘膜疾患の評価において
、ＣＴＥ及びＭＲＥの両方が、カプセル内視鏡法と比較して劣っていることが示されてい
る。炎症マーカと内視鏡所見との間には相関関係があるが、これらの方法は容易で安価で
あるが、粘膜疾患の重篤度の包括的な評価に到達することはできない。これは、例えば、
粘膜疾患の程度及び位置をそのような方法で評価することができないためである。さらに
、炎症マーカは高い偽陰性（ＦＮ）率を有し、その結果、軽度の疾患に対して感受性が低
いことが示されてきた。
【００１０】
　内視鏡処置（例えば、無線カプセル内視鏡映像）を評価するプロセスにおいて、医師は
、典型的には、粘膜疾患の粘膜徴候を示す特定の画像を探す。一方、評価の間、幾つかの
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特定の画像のみを考慮することは、疾患の限られた、不正確な可能性がある、又は有害な
評価をもたらす可能性がある。一方、評価に到達する前に映像全体を確認するには、医師
が各セグメント又は領域で見たことを覚えておき、映像確認全体にわたって、この情報を
医師が「保持する」必要がある。これにより、医師は映像の視聴に長い時間（９０分以上
）を費やし、メモを取ったり、見ているものを覚えたりする必要がある。これは当然、疾
患の不正確な評価につながる可能性がある。
【００１１】
　これらの前述のモダリティについて様々な疾病スコア付けアルゴリズムが開発され、検
証されている。しかし、今日まで、ＧＩＴ全体の粘膜関与を監視するために使用すべき究
極の判断基準については広く合意されておらず、また粘膜治癒、疾患活動性及び／又は治
療に対する応答についての指針に関する合意も存在しない。ＣＤなどの粘膜疾患の幾つか
は、典型的にはＳＢ及び結腸上に分布するが、既知の処置は、通常、ＳＢ、結腸又はＳＢ
の非常に短い部分を有する結腸のいずれかに対して個々に特異的である。
【００１２】
　したがって、ＧＩＴの粘膜疾患の粘膜評価及び監視方法及びシステムを提供することが
望ましく、これは、感度が高く、特異的で、一貫性があり、したがって比較可能で、安価
であり、広く利用可能で、使いやすく及び／又は非侵襲性である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本開示によれば、被験者の消化管（ＧＩＴ）における粘膜疾患の粘膜評価のコンピュー
タ化された方法が提供され、方法は、被験者のＧＩＴの少なくとも一部の画像ストリーム
を受信することと、画像ストリームを複数のセグメントに分解することであって、各セグ
メントは被験者のＧＩＴの少なくとも一部の領域に対応することと、前記セグメントの各
々に対する値の組を取得することであって、値の組は、粘膜疾患におけるセグメントの病
理学的関与と、セグメントにおける粘膜疾患の粘膜徴候の重篤度とを意味することと、各
セグメントに対する前記値の組に基づいて、被験者のＧＩＴの少なくとも一部全体におけ
る粘膜疾患の粘膜徴候の位置及び重篤度を示す表示を生成することによって、被験者のＧ
ＩＴの少なくとも一部における粘膜疾患の状態を評価することを可能にすることとを備え
る。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本開示によれば、被験者の消化管（ＧＩＴ）における粘膜疾患の粘膜評価のコンピュー
タ化された方法がさらに提供され、方法は、被験者のＧＩＴの少なくとも一部の画像スト
リームを受信することと、画像ストリームを複数のセグメントに分解することであって、
各セグメントは被験者のＧＩＴの少なくとも一部の領域に対応し、ＧＩＴ領域は実質的に
（例えば±５％又は±１０％）等しい長さであることと、ユーザから前記セグメントの各
々に対する値の組を受信することであって、値の組は粘膜疾患におけるセグメントの病理
学的関与と、セグメントにおける粘膜疾患の粘膜徴候の重篤度とを示すことと、各セグメ
ントに対する前記値の組に基づいて、被験者のＧＩＴの少なくとも一部全体における粘膜
疾患の粘膜徴候の位置及び重篤度を示す表示を生成することによって、被験者のＧＩＴの
少なくとも一部における粘膜疾患の状態を評価することを可能にすることとを備える。
【００１５】
　さらに、本開示によれば、被験者の消化管（ＧＩＴ）における粘膜疾患の粘膜評価のシ
ステムがさらに提供され、システムは、記憶装置であって、被験者のＧＩＴの少なくとも
一部の画像ストリームを受信し、画像ストリームを複数のセグメントに分解し、各セグメ
ントは被験者のＧＩＴの少なくとも一部の領域に対応し、前記セグメントの各々に対する
値の組を取得し、値の組は、粘膜疾患におけるセグメントの病理学的関与と、セグメント
における粘膜疾患の粘膜徴候の重篤度とを意味し、各セグメントに対する前記値の組に基
づいて、被験者のＧＩＴの少なくとも一部全体における粘膜疾患の粘膜徴候の位置及び重



(7) JP 2019-520916 A 2019.7.25

10

20

30

40

50

篤度を示す図を生成する、ための格納された命令を有する、記憶装置と、
　前記命令を実行するように構成された少なくとも１つのハードウェアプロセッサと、
　生成された表示を表示するように構成されたディスプレイと
　を備える。
【００１６】
　本開示の別の態様では、前記コンピュータ化された方法は、前記表示された画像ストリ
ームに前記セグメント又はＧＩＴ領域を示しながら、前記画像ストリームをユーザに表示
することと、前記セグメントの各々に対する前記値の組の１つ又は複数の値を入力するよ
うに前記ユーザに指示することとをさらに備え、ＧＩＴ領域は実質的に等しい長さである
。
【００１７】
　本開示の別の態様では、前記セグメントの各々に対する前記値の組の１つ又は複数の値
を入力するように前記ユーザに指示することは、その表示中又は表示の直後で、かつ次の
セグメントの表示の前に実行される。
【００１８】
　本開示の別の態様では、ＧＩＴの少なくとも一部は、小腸及び結腸を含む。
【００１９】
　本開示の別の態様では、画像ストリームは、小腸及び結腸の３つの領域に対応する４つ
のセグメントに分解される。
【００２０】
　本開示の別の態様では、各セグメントに対して取得された値の組は、セグメント内の粘
膜徴候の最も高い重篤度を示す値と、セグメント内の粘膜徴候の一般的な重篤度を示す値
と、セグメント内の粘膜徴候の程度を示す値とを備える。
【００２１】
　本開示の別の態様では、粘膜徴候の程度値は、粘膜徴候を表すそれぞれのＧＩ領域の組
織表面の部分を示す。
【００２２】
　本開示の別の態様では、画像ストリームがカプセル内視鏡によって取り込まれ、画像ス
トリームの少なくとも一部が、被験者のＧＩＴを通るカプセル内視鏡の進行のコンピュー
タ化された評価を介して複数のセグメントに分解される。
【００２３】
　本開示の別の態様では、表示は、そのＧＩＴ領域の各々を示すＧＩＴの少なくとも一部
の解剖学的グラフ表示と、前記ＧＩＴ領域の各々に対して得られた値の組の１つ又は複数
の値とを含む。
【００２４】
　本開示の別の態様では、前記セグメントの各々に対する値の組を取得することは、前記
セグメントの各々における粘膜疾患の粘膜徴候を識別することを含む。
【００２５】
　本開示の別の態様では、前記セグメントのそれぞれに対する値の組を取得することは、
前記セグメントの各々に対する値の組の１つ又は複数の値を計算することを含む。
【００２６】
　本開示の別の態様では、値の組は、ＧＩＴの関心のある１つ又は複数の部分の病理学的
関与をさらに指す。
【００２７】
　本開示の別の態様では、被験者の消化管（ＧＩＴ）における粘膜疾患を監視するための
コンピュータ化された方法は、被験者のＧＩＴの少なくとも一部における粘膜疾患の粘膜
徴候の位置及び重篤度を示す複数の表示を取得することであって、複数の表示の各表示は
、前記コンピュータ化された方法に従って生成され、複数の表示の各表示は、一意の日付
を有する処置の間に前記被験者のＧＩＴに取り込まれた画像のストリームに基づくことと
、被験者のＧＩＴの少なくとも一部の複数の表示を隣接して表示することと、各表示にそ
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の対応する一意の日付をタグ付けすることにより、ユーザは経時的に粘膜疾患の状態を監
視することとを備える。
【００２８】
　本開示の別の態様では、各表示は、そのＧＩＴ領域の各々を示すＧＩＴの少なくとも一
部の解剖学的グラフ表示と、前記ＧＩＴ領域の各々に対して得られた値の組の１つ又は複
数の値とを含み、解剖学的グラフ表示は、それらの対応する一意の日付に従ってタイムラ
インに沿って表示される。
【００２９】
　本開示の別の態様では、前記コンピュータ化された方法は、治療開始及び停止データを
含む被験者の医学治療履歴データを受信することと、対応する一意の日付に従ってタイム
ラインに沿って複数の表示を表示することと、医学治療履歴データの少なくとも一部をタ
イムラインに沿って表示することとをさらに備える。
【００３０】
　本開示の別の態様では、医学治療履歴データは、被験者に処方された薬剤を含む。
【００３１】
　本開示の別の態様では、ＧＩＴ領域は実質的に等しい長さである。
【００３２】
　本開示の上記の態様及び実施形態のいずれも、本開示の範囲から逸脱することなく組み
合わせることができる。
【００３３】
　本発明によるシステム及び方法の原理及び動作は、図面及び以下の説明を参照すること
によって、よりよく理解することができ、これらの図面は、説明の目的のためだけに与え
られているものであり、限定を意図しない。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】図１は、本発明の例示的な実施形態によるカプセル内視鏡（ＣＥ）撮像システム
の概略図である。
【図２Ａ】図２Ａは、本発明の例示的な実施形態による、被験者のＧＩＴにおける粘膜疾
患の粘膜評価の方法のフローチャートである。
【図２Ｂ】図２Ｂは、本発明の別の例示的な実施形態による、被験者のＧＩＴにおける粘
膜疾患の粘膜評価の方法のフローチャートである。
【図３】図３は、本発明の例示的な実施形態による、被験者のＧＩＴにおける粘膜疾患の
粘膜評価及び監視のためのシステムの開始画面の例示的なスクリーンショットである。
【図４】図４は、本発明の例示的な実施形態による、任意の利用可能な映像についてユー
ザに提示することができる所見ファイルの例示的リストの例示的なスクリーンショットで
ある。
【図５】図５は、本発明の例示的な実施形態による、選択された映像（例えば、選択され
た患者の画像）に対する粘膜疾患の粘膜評価の開始の例示的なスクリーンショットである
。
【図６】図６は、本発明の例示的な実施形態による、第１の十二指腸画像の取り込みの例
示的なスクリーンショットである。
【図７】図７は、本発明の例示的な実施形態による、第１の盲腸画像の取り込みの例示的
なスクリーンショットである。
【図８】図８は、本発明の例示的な実施形態による、最後の直腸画像のり込み後の例示的
なスクリーンショットである。
【図９】図９は、本発明の例示的な実施形態による、例示的な粘膜評価の例示的なスクリ
ーンショットである。
【図１０Ａ】図１０Ａは、本発明の例示的な実施形態による、例示的な重篤度ポップアッ
プツールの例示的なスクリーンショットである。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、本発明の例示的な実施形態による、例示的な重篤度ポップアッ
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プツールの例示的なスクリーンショットである。
【図１１】図１１は、図９の例示的な評価のさらなる例示的なスクリーンショットである
。
【図１２Ａ】図１２Ａは、本発明の例示的な実施形態による例示的な粘膜評価の例示的な
スクリーンショットである。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、本発明の例示的な実施形態による例示的な粘膜評価の例示的な
スクリーンショットである。
【図１２Ｃ】図１２Ｃは、本発明の例示的な実施形態による例示的な粘膜評価の例示的な
スクリーンショットである。
【図１２Ｄ】図１２Ｄは、本発明の例示的な実施形態による例示的な粘膜評価の例示的な
スクリーンショットである。
【図１３】図１３は、本発明の例示的な実施形態による、第１のセグメントの評価の完了
時の例示的な粘膜評価の例示的なスクリーンショットである。
【図１４】図１４は、本発明の例示的な実施形態による、全てのセグメントの評価の完了
時の例示的な粘膜評価の例示的なスクリーンショットである。
【図１５Ａ】図１５Ａは、本発明の例示的な実施形態による、ＧＩＴの関与しない解剖学
的部分を参照するデータを含む例示的な粘膜評価報告である。
【図１５Ｂ】図１５Ｂは、本発明の例示的な実施形態による、ＧＩＴの関与しない解剖学
的部分を参照するデータを含む例示的な粘膜評価報告である。
【図１６】図１６は、本発明の例示的な実施形態による、全てのセグメントの評価の完了
時のＧＩＴ粘膜評価の例示的なスクリーンショットである。
【図１７】図１７は、本発明の例示的な実施形態による、全てのセグメントの評価の完了
時のＧＩＴ粘膜評価の印刷可能な報告の例示的なスクリーンショットである。
【図１８】図１８は、本発明の例示的な実施形態による、同じ患者の２つの異なる日に実
行された２つの処置に関する２つの評価レポート間の比較の例示的なスクリーンショット
である。
【図１９】図１９は、本発明の例示的な実施形態による、被験者のＧＩＴにおける粘膜疾
患の粘膜徴候を監視するための方法のフローチャートである。
【図２０Ａ】図２０Ａは、本発明の例示的な実施形態による、タイムラインに沿った複数
の解剖学的グラフ表示及び対応する医学治療を含む例示的な報告である。
【図２０Ｂ】２０Ｂは、本発明の例示的な実施形態による、タイムラインに沿った複数の
解剖学的グラフ表示及び対応する医学治療を含む例示的な報告である。
【図２１Ａ】図２１Ａは、本発明の例示的な実施形態による、ＧＩＴ領域の病変ヒートマ
ップを表示する動画のスクリーンショットである。
【図２１Ｂ】図２１Ｂは、本発明の例示的な実施形態による、ＧＩＴ領域の病変ヒートマ
ップを表示する動画のスクリーンショットである。
【図２１Ｃ】図２１Ｃは、本発明の例示的な実施形態による、ＧＩＴ領域の病変ヒートマ
ップを表示する動画のスクリーンショットである。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　説明を簡単かつ明瞭にするために、図面に示される要素は、必ずしも一定の縮尺で描か
れていないことを理解されたい。例えば、幾つかの要素の寸法及び／又はアスペクト比は
、明瞭化のために他の要素に対して誇張されている場合がある。さらに、適切であると考
えられる場合、図面間で参照番号を反復して、連続ビュー全体にわたって対応する又は類
似の要素を示すことができる。
【００３６】
　幾つかの実施形態によれば、被験者（例えば、患者）の消化管における粘膜疾患の粘膜
徴候の評価を行うことができる。
【００３７】
　被験者のＧＩＴの画像ストリームを受信することができる。画像ストリームは、カプセ
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ル内視鏡法、結腸鏡検査又は胃鏡検査などのＧＩＴ内の１つ又は複数の粘膜徴候を指す特
徴を画像化するか又は少なくとも示す処置によって取り込むことができる。画像ストリー
ムは、複数のセグメントに分解され、各セグメントは、被験者のＧＩＴの領域を示すこと
ができる。幾つかの実施形態では、領域は実質的に等しい長さとすることができる。
【００３８】
　疾患の粘膜徴候に関するセグメントの少なくとも病理学的関与及び疾患の重篤度を指す
及び／又は示す値の組は、各セグメント及びその対応するＧＩＴ領域に割り当てられる。
値の組は、例えば、最も典型的なすなわち一般的な粘膜徴候値、最も重篤な粘膜徴候値及
び程度値を含み得る。したがって、評価された粘膜徴候が病変を含む場合、値の組は、最
も典型的又は一般的な病変値、最も重篤な病変値及び程度値を含むことができる。ＧＩＴ
領域における粘膜徴候の存在／非存在を示す重篤度関連値はまた、ＧＩＴ領域が相応して
疾患に関与している／関与していないことを示すことができる。例えば、ＧＩＴ領域に割
り当てられたゼロに等しい最も重篤な粘膜徴候値は、ＧＩＴ領域が疾患に関与していない
ことを示し、その逆もあり得る。ＧＩＴ領域に割り当てられたゼロとは異なる最も重篤な
粘膜徴候値は、ＧＩＴ領域が疾患に関与していることを示すことができる。
【００３９】
　全ての値又はそれらの一部のみがユーザによって受信されてもよい。これに代えて又は
加えて、全ての値又はその一部が開示されたシステム及び方法によって自動的に計算され
てもよい。幾つかの実施形態では、１つ又は複数の値の各々は、自動計算及び手動による
識別及び／又はユーザによる評価の両方の組み合わせに基づいて決定されてもよい。
【００４０】
　各セグメントの値を表示することができる。被験者の画像ストリームは、複数回に（例
えば、異なる日に）取り込むことができる。毎回、被験者のＧＩＴの解剖学的表示を生成
して表示することができる。解剖学的表示は、異なるＧＩＴ領域を示してもよい。解剖学
的表示はまた、各ＧＩＴ領域の値の組を提示してもよい。したがって、解剖学的表示は、
ＧＩＴ（又はＧＩＴ全体）の全部分における疾患の粘膜徴候の重篤度と、異なるＧＩＴ領
域によってＧＩＴの全部分内にある粘膜徴候の位置（分布又は分散とも呼ばれ得る）とを
示すことができる。粘膜徴候の位置はまた、その重篤度又は予後を投影してもよいことが
示されるべきであり、例えば遠位ＳＢ　ＣＤのみと比較して予後が劣っている近位ＳＢ　
ＣＤである。このようにして、被験者のＧＩＴの粘膜状態の解剖学的表示を一定期間にわ
たって見ることができる。
【００４１】
　開示されたシステム及び方法は、被験者のＧＩＴにおける粘膜疾患の粘膜徴候の評価の
標準化と、粘膜疾患関与の質的評価と、ＧＩＴ内の病理学的関心点の時間にわたる粘膜疾
患動態の大規模評価への校正とを提供できる。粘膜疾患の評価の標準化は、時間にわたる
患者の比較検討及び管理を可能にし、したがって粘膜疾患治療及び患者管理の全体的な質
を改善する。
【００４２】
　開示されたシステム及び方法は、非限局性（例えば、炎症性、吸収不全性、自己免疫性
など）である粘膜徴候を有する粘膜疾患の評価及び／又は監視に非常に有益であり得る。
開示されたシステム及び方法はまた、ＧＩＴ内の粘膜徴候の重篤度及び／又は位置が経時
的に変化し得る粘膜疾患の評価及び監視において非常に有益であり得る。
【００４３】
　被験者は、ＧＩＴを有する任意の哺乳動物であり得る。被験者はヒト患者であり得る。
上記の説明では、被験者及び患者は交換可能に使用されるが、被験者の使用はヒト患者に
限定されることを意味しない。
【００４４】
　特に明記しない限り、ランドマークを識別することあるいは１つ又は複数の値を提供す
ることを含む、本明細書に記載されている動作の全ては、以下に詳述するように、ユーザ
によって手動で、又は例えば１つ又は複数の処理ユニットによって自動的に行うことがで
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きる。
【００４５】
　本明細書で言及する用語「消化管」（「ＧＩＴ」）は、消化器系全体に関連し、口から
肛門まで延び、咽頭、食道、胃及び腸、又はその任意の部分を含む。
【００４６】
　用語「ＧＩＴ部分」は、状況に応じて、ＧＩＴの任意の部分（解剖学的に区別されるか
否か）又はＧＩＴ全体を指してもよい。
【００４７】
　本明細書で言及される「粘膜徴候」という用語は、巨視的正常構造の喪失（例えば絨毛
の喪失、狭窄）、びらん及び潰瘍、血管奇形、化生及び／又は腫瘍などの粘膜における病
理学的プロセスの巨視的表現に関連してもよい。
【００４８】
　本明細書において言及される「粘膜疾患」という用語は、粘膜徴候によって特徴付けら
れ得るＧＩＴ又はその一部の任意の疾患に関連し得る。このような疾患は、例えば炎症性
疾患（例えばＩＢＤ）、自己免疫疾患（例えばセリアック病）、血管疾患、吸収不良疾患
、移植片対宿主病、薬物誘発性疾患、放射線誘発性疾患、及び悪性腫瘍を含んでもよい。
【００４９】
　本明細書で言及する「画像」という用語は、例えば、カプセル内視鏡、内視鏡（例えば
、結腸鏡検査、胃鏡検査）及び／又は当技術分野で知られている適切な任意の他の方法に
よって取り込まれた画像、複数の画像又は画像ストリームであってもよい。
【００５０】
　本発明の例示的な実施形態によるＣＥ撮像システムの概略図を示す図１を参照する。例
示的な実施形態では、システムは、画像を取り込むための１つ又は複数のイメージャ４６
と、体内腔を照明するための１つ又は複数の照明源４２と、画像及び可能性として他の情
報を受信装置に送信するための送信機４１を有するカプセル４０を含む。
【００５１】
　画像取り込み装置は、Ｉｄｄａｎらによる米国特許第７，００９，６３４号明細書及び
／又はＧｉｌａｄによる米国特許出願公開第１１／６０３，１２３号明細書に記載されて
いる実施形態に対応することができるが、代替の実施形態では他の種類の画像取り込み装
置であってもよい。イメージャシステムによって取り込まれた画像は、例えば、円形、正
方形、長方形、八角形、六角形などを含む任意の適切な形状とすることができる。
【００５２】
　典型的には、１つ又は複数の位置における被験体の外側に位置するのは、特にカプセル
４０によって記録された画像を表示するためのアンテナ又はアンテナアレイ、画像受信機
記憶部１６、データプロセッサ１４、データプロセッサ記憶部１９、及び画像モニタ又は
視覚表示部１８を典型的に含む画像受信機１２である。データプロセッサ記憶部１９は、
画像データベース２１を含むことができる。
【００５３】
　典型的には、データプロセッサ１４、データプロセッサ記憶部１９（例えばメモリ）及
びモニタ１８は、代替の構成も可能であるが、パーソナルコンピュータ又はワークステー
ション１１の一部であり、これはプロセッサ１４、メモリ、ディスクドライブ、並びにマ
ウス及びキーボードなどの入力出力装置２２を含む。データプロセッサ１４は、マイクロ
プロセッサ、マルチプロセッサ、アクセラレータボード、又は任意の他のシリアル又はパ
ラレル高性能データプロセッサなどの任意の標準データプロセッサを含むことができる。
データプロセッサ１４は、その機能の一部として、画像の表示（例えば、どの画像、様々
なウィンドウの中の画像の位置、画像の表示のタイミング又は持続時間など）を制御する
コントローラとして機能することができる。
【００５４】
　画像モニタ１８は、従来の映像ディスプレイあるいは画像又は他のデータを表示できる
任意の他の装置とすることができる。画像モニタ１８は、画像データ、例えば、１つ又は
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複数のＧＩＴ画像、取り込まれた画像の１つ又は複数の解剖学的グラフ表示、静止及び動
画の形態の画像、運動データ及び／又は他の情報を提示する。
【００５５】
　幾つかの実施形態では、様々なカテゴリの情報がウィンドウに表示される。ウィンドウ
は、例えば、ディスプレイ又はモニタ上のセクション又は領域（輪郭が描かれているか境
界がついている可能性がある）であってもよく、他のウィンドウも使用できる。複数のモ
ニタを使用して画像、運動特性、運動事象及び他のデータを表示することができ、例えば
画像モニタを画像受信機１２に含めることもできる。フレームのシーケンスの文脈で使用
される場合、フレームの組又はシーケンスのウィンドウ（例えば、取り込み又は受信時間
、あるいは別の順序付けによって順序付けられた）は、画像フレームのストリーム内の画
像フレームの連続するサブセットであり得る。
【００５６】
　動作中、イメージャ４６は画像を取り込み、画像を表すデータを送信機４１に送信する
ことができる。送信機４１は、例えば電磁波を用いて画像を画像受信機１２に（例えば、
フレームとして）送信する。画像受信機１２は、画像データを画像受信機記憶部１６に転
送する。一定時間のデータ収集の後、記憶部１６に記憶された画像データは、データプロ
セッサ１４又はデータプロセッサ記憶部１９に転送することができる。例えば、画像受信
機１２又は画像受信機記憶部１６は、患者の身体から取り外すことができ、標準データリ
ンク、例えばシリアル、パラレル、ＵＳＢ、又は既知の構成の無線インタフェースを介し
て、データプロセッサ１４及びデータプロセッサ記憶部１９を含むパーソナルコンピュー
タ又はワークステーションに接続することができる。画像データは、画像受信機記憶部１
６からデータプロセッサ記憶部１９内の画像データベース２１に転送される。
【００５７】
　典型的には、画像ストリームは、画像データベース２１に一連の画像として記憶され、
これは様々な既知の方法で実施することができる。データプロセッサ１４は、データを分
析し、分析されたデータを画像モニタ１８に提供することができ、ここでユーザは画像デ
ータを見る。例えば、データプロセッサ１４又は別のデータプロセッサ（例えば、受信機
１２）は、画像を処理し、被験者のＧＩＴの解剖学的表示を提示することができる。デー
タプロセッサ１４は、オペレーティングシステム及びデバイスドライバなどの基本オペレ
ーティングソフトウェアと共に、データプロセッサ１４の動作を制御するソフトウェアを
動作させる。データプロセッサ１４を制御するソフトウェアは、マイクロソフト社のネッ
トプラットフォームなどの様々な開発プラットフォームを使用して実施されたコードを含
み、様々な既知の方法で実施することができる。
【００５８】
　カプセル４０によって記録され送信される画像データはデジタルカラー画像データであ
ってもよいが、代替の実施形態では他の画像フォーマットを使用することができる。例示
的な実施形態では、画像データの各フレームは、各３２０ピクセルの３２０行（例えば、
３２０行及び３２０列）を含み、各ピクセルは、既知の方法に従って、色及び輝度のバイ
トを含む。例えば、各イメージャピクセルは、赤、緑、又は青などの単一の原色に対応す
ることができるカラーセンサを含むことができる。全体のピクセルの輝度は、１バイト（
すなわち、０～２５５）の輝度値によって記録することができる。画像は、例えば、順次
、データプロセッサ記憶部１９に記憶することができる。記憶されたデータは、色及び明
るさを含む１つ又は複数のピクセル値で構成される。他の画像フォーマットも使用できる
。
【００５９】
　データプロセッサ記憶部１９は、カプセル４０によって記録された一連の画像を記憶す
ることができる。例えば、カプセル４０が記録する画像は、例えば患者のＧＩＴを通過す
る際に連続的に結合され、画像ストリームとして表示可能な一連の画像を形成することが
できる。画像ストリームを見るとき、ユーザは、典型的には、モニタ１８上に１つ又は複
数のウィンドウで提示される。代替の実施形態では、複数のウィンドウを使用する必要は
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なく、画像ストリームのみを表示することができる。例えば、複数のウィンドウが提供さ
れる実施形態では、画像ウィンドウは、画像ストリーム、又はその画像の静止部分を提供
することができる。別のウィンドウは、例えば、停止、再生、一時停止、画像取り込み、
ステップ、早送り、巻き戻し、又は他の制御など、画像の表示を変更できるボタンやその
他の制御を含むことができる。このような制御は、例えば、マウス又はタッチスクリーン
上の指などのポインティング装置によって有効にすることができる。画像ストリームは静
止させて１つのフレームを表示したり、スピードアップしたり、巻き戻したりすることが
でき、セクションはスキップでき、又は画像を見るための任意の他の方法を画像ストリー
ムに適用することができる。
【００６０】
　データプロセッサ１４は、セグメント表示ジェネレータ２４を含むか、又はセグメント
表示ジェネレータ２４に直接的又は間接的に動作可能に接続することができる。セグメン
ト表示ジェネレータ２４は、取り込まれた画像の組からの画像をセグメントに処理するこ
とができる。次に、セグメント化された提示を生成し、グラフィカルユーザインタフェー
ス（ＧＵＩ）の所定のセクションに表示することができる。幾つかの実施形態では、セグ
メント表示ジェネレータ２４はセグメント表示、例えばセグメントカラーバー又は他のグ
ラフィカル表現を生成することができる。
【００６１】
　一例では、タイムバーを生成するために使用される画像のサブセットは、画像ストリー
ム内で識別できる特定の解剖学的ランドマークの間に取り込まれた画像を含むことができ
る。例えば、第１の十二指腸画像と第１の盲腸画像との間、及び第１の盲腸画像と最後の
直腸画像との間である。
【００６２】
　２つの解剖学的ランドマークを選択することができ（例えば、システム内で予め決定す
ることができるか、及び／又はユーザによって選択することができる）、カプセルが最初
に取り込まれた選択された解剖学的ランドマークから後から取り込まれた選択された解剖
学的ランドマークに移動した時間の間に取り込まれた全ての画像を、タイムバーの生成に
含むことができる。
【００６３】
　別の例では、画像は、色パラメータ、画像品質パラメータ、画像内の検出された病理学
的候補の数などに従って、（例えば、ユーザ（例えば医師）によって、又はコンピュータ
によって）選択することができる。選択された器官（食道、小腸、結腸、胃など）、選択
されたＧＩＴ領域に対して、又は完了画像処置から選択された特定の時間長に対して、タ
イムバーを生成することができる。さらに別の例では、例えば隣接する画像間の類似性に
基づいて、画像を結合又は融合することができ、融合又は結合された画像のサブセットに
基づいてタイムバーを生成することができる。当技術分野で知られているように、画像の
サブセットを決定又は選択するために、他の画像選択方法を使用することができる。タイ
ムバーの生成に用いることができる画像のサブセットを生成するために、異なる画像選択
方法を組み合わせることができる。
【００６４】
　本発明の実施形態による使用に適した画像化、受信、処理、記憶及び／又は表示部を含
む本発明の実施形態での使用に適した装置は、それぞれ本出願と共通の譲受人に譲渡され
た「Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｅｄｉｔｉｎｇ　ａｎ　Ｉｍａｇｅ
　Ｓｔｒｅａｍ　Ｃａｐｔｕｒｅｄ　Ｉｎ－　Ｖｉｖｏ」という名称の米国特許出願公開
第２００６／００７４２７５号明細書、及び／又は“Ｄｅｖｉｃｅ　ｆｏｒ　Ｉｎ－　Ｖ
ｉｖｏ　Ｉｍａｇｉｎｇ”という名称のＩｄｄａｎらによる米国特許第７，００９，６３
４号明細書、及び／又は「Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　Ａｓｓｅｍｂｌｉｎｇ　ａｎ　Ｉｎ－　
Ｖｉｖｏ　Ｉｍａｇｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ」という名称の米国特許出願公開第２００７／
０１１８０１２号明細書に説明された実施形態に類似することができる。インビボ画像化
カプセルによって取り込まれた画像間の比較に基づいてＧＩＴ内の運動性を分析する方法



(14) JP 2019-520916 A 2019.7.25

10

20

30

40

50

は、例えば、Ｇｌｕｋｈｏｖｓｋｙらによる米国特許第６，９４４，３１６号明細書に開
示されている。
【００６５】
　図２Ａは、本発明の例示的な実施形態による、被験者のＧＩＴにおける粘膜疾患の状態
の評価方法のフローチャートである。ステップ１００では、被験者のＧＩＴの少なくとも
一部の画像ストリームを受信することができる。例えば、図１で上述したように、カプセ
ル内視鏡から画像ストリームを取り込むこと、つまり受信することができる。幾つかの実
施形態では、炎症性腸疾患（例えば、クローン病）の状態を評価することが目的である場
合、小腸及び結腸を含むＧＩＴの一部の画像ストリームを得ることができる。幾つかの実
施形態では、被験者識別子（例えば、患者識別子）、画像ストリームが取り込まれた日付
、患者診断及び任意の関連する医療データ又はそれらの任意の組み合わせが、取得された
画像のストリームについてさらに受信される。
【００６６】
　ステップ１１０では、画像ストリームを複数のセグメントに分解することができる。各
セグメントは、被験者のＧＩＴの画像化された部分の領域に対応することができる。幾つ
かの実施形態では、領域は実質的に等しい長さとすることができる。１つ又は複数の領域
は、小腸又は結腸などの解剖学的領域によって画定することができる。各セグメントは、
様々な数の画像フレームを含むことができる。幾つかの実施形態では、複数のセグメント
のそれぞれに識別子が割り当てられ、特定のセグメントの他のセグメントに対する位置を
決定することができる。例えば、幾つかの実施形態では、複数のセグメントが順次標識さ
れる。幾つかの実施形態では、識別子は、各セグメントの開始時間及び停止時間を含む。
この分解は、例えば被験者のＧＩＴを通るカプセル内視鏡の進行のコンピュータ化された
評価に基づいて、図１のワークステーション１１などのコンピュータ化されたシステムに
よって実行されるコンピュータ化された評価を介して行われてもよい。
【００６７】
　例えば、図１のカプセル内視鏡４０などのカプセル内視鏡によって取り込まれた画像ス
トリームを、被験者の小腸及び結腸を通過させながら、受信することができる。画像スト
リームは小腸及び結腸の３つの領域に対応する４つのセグメントに分解されてもよく（以
下、「三分位値」とも呼ぶ）、例えば、表示される腸粘膜組織に関しては、全て長さが実
質的に等しい。分解は、解剖学的ランドマークの識別に基づいて実行されてもよい。した
がって、第１の十二指腸画像の識別は、小腸への進入を示すことができ、第１の盲腸画像
（又は最後の末端回腸画像）の識別は、結腸内への進入を示すことができる。そのような
解剖学的ランドマークの１つ又は複数の識別は、受信した画像ストリームの表示中にユー
ザによって実行され、図１のワークステーション１１などのコンピュータ化されたシステ
ムによって入力として受信することができる（例えばＩ／Ｏ装置２２を介して）。あるい
は、解剖学的ランドマークは、コンピュータ化されたシステムによって（例えば、図１の
プロセッサ１４を介して）自動的に識別することができる。例えば、小腸への入り口は、
本出願と共通の譲受人に譲渡された「Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　ｒ
ｅａｌ　ｔｉｍｅ　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ｖｉｌｌｉ　ｔｅｘｔｕｒｅ　ｉｎ　ａ
ｎ　ｉｍａｇｅ　ｓｔｒｅａｍ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｇａｓｔｒｏｉｎｔｅｓｔｉｎａｌ　ｔ
ｒａｃｔ」という名称のＺｉｎａｔｙ　Ｏｆｒａらによる米国特許第８，７６８，０２４
号明細書に開示された方法及びシステムに従って識別することができる。結腸への入り口
は、本出願と共通の譲受人に譲渡された「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ
　ｄｅｔｅｃｔｉｎｇ　ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎ　ｏｆ　ｉｎ－ｖｉｖｏ　ｄｅｖｉｃｅ　
ｂｅｔｗｅｅｎ　ｓｅｃｔｉｏｎｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ＧＩ　ｓｙｓｔｅｍ」という名称の
Ｐｆｅｆｆｅｒ　Ｙｅｈｕｄａによる米国特許第８，９２２，６３３号明細書に開示され
ている方法及びシステムに従って識別することができる。
【００６８】
　小腸を示す画像ストリームの識別された部分は（すなわち、第１の十二指腸画像から第
１の盲腸画像への）、被験者のＧＩＴを通るカプセル内視鏡の進行のコンピュータ化され
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た評価を介して、所望により、実質的に等しい長さに、３つのセグメントに分解できる。
このようなコンピュータ化された評価は、例えば、本出願と共通の譲受人に譲渡された、
「Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　ｄｅｔｅｃｔｉｎｇ　ｍｏｔｉｏｎ　
ｐａｔｔｅｒｎｓ　ｏｆ　ｉｎ　ｖｉｖｏ　ｉｍａｇｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅｓ」という名
称のＫｒｕｐｎｉｋらによる米国特許第８，７９２，６９１号明細書に開示された方法及
びシステムに基づくことができる。
【００６９】
　ステップ１２０では、各セグメントに対する値の組を取得することができる。値の組は
、疾患におけるセグメントの病理学的関与及びセグメントにおける粘膜疾患の粘膜徴候の
重篤度を示すことができる。幾つかの実施形態では、値の組は、少なくとも各セグメント
における粘膜疾患の粘膜徴候の重篤度を指してもよい。例えば、ＩＢＤ患者を評価する場
合、粘膜徴候は病変及び狭窄を含み得る。幾つかの実施形態では、各セグメントに対する
値の組は、セグメント内の粘膜徴候の最も高い重篤度を示す値と、セグメント内の粘膜徴
候の典型的又は一般的な重篤度を示す値と、及び／又はセグメント内の粘膜徴候の程度を
示す値を含んでもよい。幾つかの実施形態では、セグメントの最も重篤な粘膜徴候は、セ
グメントにおける粘膜徴候の典型的又は一般的な重篤度を表さない場合がある。このよう
にして、最も重篤な粘膜徴候値及び典型的又は一般的な重篤度値の両方を有することによ
り、セグメントにおける疾患の粘膜徴候のより包括的な図を得ることができる。重篤度は
、価値体系によって決定することができる。例えば、ＩＢＤ患者のＧＩＴにおける病変を
評価する場合、価値システムは、対応して、１、２、３及び０によって示される軽度、中
程度及び重篤又は無しの３つの程度を含むことができる。粘膜徴候の程度値は、疾患の粘
膜徴候を表示するそれぞれのＧＩ領域の粘膜組織表面の部分を示すことができる。例えば
、ＩＢＤ患者を評価する場合、程度値は、疾患の病理学的粘膜関与を有するＧＩＴ領域の
組織表面のパーセントを示すことができる。ある実施形態では、ＩＢＤが評価される場合
、程度値は、無し、１０％未満、１０～３０％、３０～６０％、又は６０％超であり得る
。これは、経験によれば、低いパーセント範囲が疾患の徴候に関してより一般的であるか
らである。
【００７０】
　幾つかの実施形態では、値の組の１つ又は複数の値は、各セグメントに対してユーザか
らの入力として取得されてもよい。幾つかの実施形態では、値の組の１つ又は複数の値は
、コンピュータ化されたシステムを介して各セグメントについて計算されてもよい。した
がって、幾つかの実施形態では、値の一部はユーザからの入力として受信され、残りの値
はコンピュータ化されたシステムを介して計算されてもよい。幾つかの実施形態では、１
つ又は複数の値は、ユーザ入力と、コンピュータ化されたシステム及び方法によって実行
される計算との組合せに基づいて決定することができる。
【００７１】
　１つ又は複数の値がユーザによって決定される場合、ＧＩＴ部分を長さが実質的に等し
いセグメントに分解することはより有利であり得る。長さが実質的に等しいセグメントの
手動評価は、ユーザの評価プロセスを容易かつ簡素化することができる。より簡単で単純
な手動評価処置は、より正確な手動評価をもたらす場合がある。
【００７２】
　少なくとも値の一部又は全部が、開示されたコンピュータ化されたシステム及び方法に
よって単独又は付加的に決定される場合、必ずしも長さが等しくないセグメントにＧＩＴ
部分を分解することは、より有利であり得る。例えば、ＧＩＴ部分を、ＧＩＴの１つ又は
複数の解剖学的領域に少なくとも部分的に対応するセグメントに分解することは、幾つか
の疾患評価にとってより有益であり得る。幾つかの実施形態では、評価処置中にそのよう
な等しくないセグメントの分解が望ましい場合があり、一方、例えば自動的に（すなわち
、コンピュータ化されたシステム及び方法によって）実行される最終スコア又は全体評価
では、そのような等しくない分解はそれに応じて重み付けされてもよい。
【００７３】
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　上述の例示的な値の組を計算するための例示的な方法が本明細書に開示される。潰瘍検
出器を用いて潰瘍を識別することができる。例示的な潰瘍検出器は、本出願と共通の譲受
人に譲渡された「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　ｉｍａｇｅ－ｂａｓｅ
ｄ　ｕｌｃｅｒ　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ」という名称のＤｏｒｉ　Ｐｅｌｅｇによる米国特
許第８，９２３，５８５号明細書に開示される。次いで、潰瘍は、次に、その程度を決定
するために特徴付けることができる。例えば、潰瘍の程度は、それらのサイズに基づいて
決定されてもよい。潰瘍の大きさは、それぞれ本出願人の共通譲受人に譲渡された「Ｓｙ
ｓｔｅｍ　ａｎｄ　ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　ｓｉｚｅ　ｅｓｔｉｍａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｉ
ｎ－　ｖｉｖｏ　ｏｂｊｅｃｔｓ」という名称のＫｒｕｐｎｉｋらによる国際公開第２０
１５／０４９６８４号及び、「Ｄｅｖｉｃｅ　ａｎｄ　ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　ｄｅｔｅ
ｒｍｉｎｉｎｇ　ａ　ｓｉｚｅ　ｏｆ　ｉｎ－ｖｉｖｏ　ｏｂｊｅｃｔｓ」という名称の
Ｋｒｕｐｎｉｋによる米国特許第９，４１２，０５４号明細書に開示されているような方
法に従って推定することができる。当該技術分野で知られているように、最大及び中央値
を決定するための関数を用いて、各セグメントにおいて潰瘍の最も重篤な程度及び潰瘍の
最も一般的な程度を決定することができる。程度値は、次に各セグメントにおける潰瘍の
表示として識別された画像と、これらの特定の画像における被験者のＧＩＴを通るカプセ
ル内視鏡の進行の評価とに基づいて決定することができる。
【００７４】
　幾つかの実施形態では、値の組は、ＧＩＴの関心のある１つ又は複数の部分の粘膜の病
理学的関与をさらに指すことができる。例えば、値の組は、十二指腸、回腸末端、右結腸
及び／又は左結腸の関与又は非関与を示す値を含み得る。そのような情報は、患者の治療
方法及び医学的管理に影響を及ぼし得る。
【００７５】
　ステップ１３０では、画像化されたＧＩＴ部分全体（ＧＩＴ全体を含む）における粘膜
疾患の粘膜徴候の重篤度及び位置を示す表示が生成され、被験者のＧＩＴ部分における粘
膜疾患の状態の評価が可能になる。表示は、各セグメントについて得られた値の組に基づ
いて生成される。表示は、表、グラフ、報告、解剖学的グラフ表示及び／又はスコアなど
の１つ又は複数の要素を含むことができる。
【００７６】
　幾つかの実施形態では、表示は、そのＧＩＴ領域の各々を示すＧＩＴ部分の解剖学的グ
ラフ表示と、領域の各々について得られた値の１つ又は複数の値とを含んでもよい。幾つ
かの実施形態では、得られた値の組は、ＧＩＴ領域の各々（例えば、領域の始め又は終わ
り）内の粘膜徴候の位置を示す情報を含むことができる。幾つかの実施形態では、表示は
そのような位置を示すことができる。例えば、粘膜徴候の重篤度の程度の表示は、ＧＩＴ
領域内の粘膜徴候の位置に比較的対応する位置で、解剖学的表示に重ね合わせることがで
きる。幾つかの実施形態では、各ＧＩＴ領域の１つ又は複数の値を示すために色を使用す
ることができる。幾つかの実施形態では、解剖学的表示は異なるＧＩＴ領域を示してもよ
い。例えば、小腸が３つの領域に分解される場合、小腸の解剖学的表示は、例えば図８に
示されるように、並行して配置された３つのセグメントから構成され得る。
【００７７】
　ＧＩＴ領域に基づく粘膜疾患の粘膜徴候の位置はまた、粘膜徴候分布パターンなどのＧ
ＩＴの粘膜関与の特徴を指すことができる。したがって、ＧＩＴ領域による位置は、粘膜
関与が存在しない、局所的、まだら状、連続的又はびまん性であることを示すことができ
る。
【００７８】
　幾つかの実施形態では、値の組は、ＧＩＴのサブ領域に対応するサブセグメントの粘膜
関与を参照する値をさらに含むことができる。例えば、サブ領域は、ＧＩＴの解剖学的に
画定された部分、例えば十二指腸、末端回腸、右結腸及び左結腸に対応し得る。そのよう
な値は、サブ領域が疾患に関与するかどうかを示す２値を含むことができる（すなわち、
粘膜徴候を表示する）。
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【００７９】
　図２Ｂは、本発明の別の例示的な実施形態による、被験者（例えば、患者）のＧＩＴに
おける粘膜疾患の状態の評価のフローチャートである。この実施形態は、他に示されない
限り、図２Ａに関して説明された実施形態と同様であり得る。この方法は、被験者のＧＩ
Ｔの画像ストリームを受信することを含む（ステップ２０５）。
【００８０】
　この方法はまた、画像のストリームの少なくとも一部を複数のセグメントに分解するこ
とを含む（ステップ２１０）。例えば、図１に関して上述したように、画像ストリームの
一部又は画像ストリーム全体を、セグメント表示ジェネレータ２４によってセグメントに
分解することができる。セグメントは実質的に等しい長さのＧＩＴ領域に対応することが
できる。したがって、各セグメントは、ＧＩＴの領域を示す複数の画像を含むことができ
る。
【００８１】
　幾つかの実施形態では、方法はまた、複数のセグメントの各セグメントについて、ａ）
それぞれのセグメントの１つ又は複数の画像が表示され、ｂ）表示される１つ又は複数の
画像に基づいて、疾患の粘膜徴候及び粘膜徴候の重篤度に関する疾患におけるセグメント
の病理学的関与を示す１つ又は複数の値が受信され、ｃ）全てのセグメントの粘膜疾患の
粘膜徴候の重篤度及び／又は位置をユーザに示す出力表示が生成されることを含む。この
ようにして、全セグメントを含む全ＧＩＴ部分の粘膜疾患の重篤度及び位置のビューを得
るために、ユーザ（例えば、医師）が行う再表示の量を最小にすることが可能である。
【００８２】
　次いで、表示された画像ストリームにおいてセグメント及び／又はＧＩＴ領域を示しな
がら、画像ストリームがユーザに表示される（ステップ２２０）。様々な実施形態では、
特定のセグメントの再表示のためにユーザに提示される特定のフレームは、例えば、画像
ストリームのコンピュータ分析に基づいてコンピュータによって決定される。
【００８３】
　次いで、ユーザは、各セグメントに対する値の組の１つ又は複数の値を入力するよう指
示されてもよい（ステップ２３０）。
【００８４】
　例えば、幾つかの実施形態では、値の組は、各セグメントにおける粘膜徴候の最も典型
的又は一般的な重篤度及び／又は最も高い重篤度、例えば病変を示す値を含むことができ
る。病変の重篤度、例えば炎症性病変は、進行性スペクトルにあり得、充血及びびらんの
軽度の粘膜関与から、アフタ性潰瘍へと進行し、最終的に内腔狭窄及び狭窄の形成をもた
らすより広く深い潰瘍に進行する。活性な炎症関与を有する画像ストリームは、多くの場
合、病変などの多数の粘膜徴候によって特徴付けることができる。しかし、治療上の意思
決定は、セグメントに表示される全ての可能性のある粘膜徴候を示すよりも、セグメント
における最も一般的な粘膜徴候及び／又は最も重篤な粘膜徴候の表示から利益を得ること
ができる。最も一般的な病変値及び／又は最も重篤な病変値をセグメントに割り当てるこ
とによって、レビュアー（すなわち、ユーザ）は、そのセグメントにおける全ての病変を
考慮することなく、そのセグメントに関する病変情報を得ることができる。
【００８５】
　幾つかの実施形態では、ユーザは、セグメントの表示中及び／又は表示の直後で、かつ
次のセグメントの表示の前に、各セグメントに対する１つ又は複数の値を入力するように
指示される。幾つかの実施形態では、ユーザは、例えば、ユーザ入力が受信されていない
限り、次のセグメントを表示することを控えることによって、次のセグメントの表示に先
立って各セグメントの１つ又は複数の値を入力するように強制されてもよい。ユーザは、
入力を提供するように促されてもよい。各セグメントの表示中及び／又は次のセグメント
の表示の前に、各セグメントに対する１つ又は複数の値を入力する（すなわち、ユーザに
よって）ことは、評価プロセスを短縮し、より効率的でより正確にすることができる。し
たがって、ユーザは、画像ストリームを見直している間、及びユーザの心の中でまだ新鮮
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であり、例えば異なるセグメントなどの他の画像の影響を受けない間に、彼の入力を提供
する。
【００８６】
　例えば、幾つかの実施形態では、ユーザは、各セグメントの表示中に最も高い重篤度の
値を提供するように指示されてもよい。次いで、ユーザは、第１の粘膜徴候、例えば、セ
グメントの表示中に特定の程度の重篤度を有する第１の病変を示す画像を識別することが
できる。次いで、ユーザは、第１の病変よりも重篤度が高いと思われる病変を示す次の画
像だけをより注意深く見直し、及び／又は示すことができる。同じ程度の重篤度又はより
低い重篤度を有するように見える他の病変を示す他の画像は、ユーザの注意を要求しない
。このプロセスは、いずれが先に来ても、セグメント画像が完全に表示されるか、又はセ
グメント内の病変を示す画像に最も高い重篤度が割り当てられるまで継続することができ
る。
【００８７】
　次に、値の組に基づいてユーザのために表示を生成することができる。表示は、ＧＩＴ
の関心のある部分全体（例えば、ＩＢＤの小腸及び結腸）における粘膜疾患の位置及び重
篤度をユーザに示すことができる（ステップ２４０）。幾つかの実施形態では、ＧＩＴの
解剖学的表示が、例えば、小腸及び結腸を含めて表示される。幾つかの実施形態では、対
応する値の組、例えば、最も一般的な病変重篤度値、程度値及び最も重篤な病変値を有す
る各セグメントは、解剖学的表示において対応する位置（すなわち、対応するＧＩＴ領域
）に沿って表示される。
【００８８】
　以下に説明される図３～図１７は、値の組がユーザから受信される開示された方法及び
システムの例示的な実施形態を参照する。
【００８９】
　図３は、本発明の例示的な実施形態による、被験者のＧＩＴにおける粘膜疾患の状態の
評価のためのシステムの開始画面の例示的なスクリーンショットである。ユーザは、シス
テムで利用可能な全ての映像を見ることができる。利用可能な各映像は、名前３０１、姓
３０３、患者識別子３０５、患者の性別３０７、カプセルタイプ（「映像を取り込むのに
使用されるカプセルのタイプ」）３０９、処置日３１１（例えば、映像が撮影された日付
）、所見３１３、及び利用可能な各映像に関する他の情報によって識別される。
【００９０】
　図４は、本発明の例示的な実施形態による、任意の利用可能な映像についてユーザに提
示することができる所見４０５の例示的リストの例示的なスクリーンショットである。
【００９１】
　図５は、本発明の例示的な実施形態による、選択された映像（例えば、選択された患者
の画像）に対する粘膜疾患の状態の評価の開始の例示的なスクリーンショットである。こ
の実施形態では、２つのカメラを含むカプセルで撮影された画像の右画像５０１及び左画
像５０３が表示される。特定の画像は、タイムバー５０５上のマーカ５０４の位置に対応
する。タイムバー５０５は、ユーザが画像周辺をスキップすることを可能にする。解剖学
的ランドマークを識別するためのインジケータ５０９がユーザに提示される。ＧＩＴ上の
解剖学的ランドマークを入力する領域がユーザに提示される。具体的には、第１の十二指
腸画像取り込み領域５１１、第１の盲腸画像取り込み領域５１３、及び最後の直腸画像取
り込み領域５１５である。
【００９２】
　画像取り込み領域５１１、５１３及び５１５のそれぞれは、ユーザが左又は右の画像を
取り込む命令と、提案された範囲の画像に行くためのリンクとを含む。ユーザが提案され
た画像の範囲をクリックすると、タイムバー５０５上のマーカ５０４は、システムが、そ
の領域にマッチする可能性が高いと判断した画像の範囲に移動する。例えば、第１の盲腸
画像取り込み領域５１３において、提案された範囲に行くリンクをユーザがクリックする
と、マーカ５０４は、第１の盲腸画像が存在する可能性のある映像における時間に対応す
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るタイムバー５０５上の位置に移動する。システムは、画像の提案された範囲を決定する
ために、かつ上述の例示的な方法に従って、処理部を使用することができる。
【００９３】
　幾つかの実施形態では、タイムバー５０５のシェーディングは、映像における画像のグ
ループに対する様々な画像特性を示す。幾つかの実施形態では、タイムバー５０５の着色
は、映像における画像のグループに対する様々な画像特性を示す。
【００９４】
　図６は、本発明の例示的な実施形態による、第１の十二指腸画像の捕捉の例示的なスク
リーンショットである。ユーザが画像を選択すると、ユーザの選択のサムネイル６０３が
作成される。第１の十二指腸画像取り込み領域５１１は、十二指腸画像が取り込まれたこ
とを示す、取り込みインジケータを示す。サムネイルは、映像中のサムネイル６０３の位
置が識別可能となるようにタイムバー５０５に結合される。
【００９５】
　図７は、本発明の例示的な実施形態による、第１の盲腸画像の捕捉の例示的なスクリー
ンショットである。ユーザが画像を選択すると、ユーザの選択のサムネイル７０３が作成
される。第１の盲腸画像取り込み領域５１３は、十二指腸画像が取り込まれたことを示す
、取り込みインジケータを示す。サムネイルは、映像中のサムネイル７０３の位置が識別
可能となるようにタイムバー５０５に結合される。
【００９６】
　図８は、本発明の例示的な実施形態による、最後の直腸画像の取得後の例示的なスクリ
ーンショットである。ユーザが画像を選択すると、ユーザの選択のサムネイル８０３が作
成される。図６及び図７に示されているような画像取り込み領域は、前述の解剖学的ラン
ドマークの全てが識別され取り込まれると、セグメント値領域８０５に置き換えられる。
セグメント値領域８０５は、例えば、図８に示すような表を含むことができる。セグメン
ト値領域８０５は、４つのセグメントＳＢＩ、ＳＢＩＩ、ＳＢＩＩＩ及び結腸を含む。セ
グメント値領域８０５内の各セグメントについて、ユーザは、例えば、以下に説明する図
９～１２に従って値を入力することができる。幾つかの実施形態では、ユーザが値の１つ
を入力すると、その値が自動的に読み込まれる。代替的又は追加的に、システムによって
計算された値が自動的に読み込まれてもよい。被験者８０７のＧＩＴの解剖学的グラフ表
示を表示することができる。
【００９７】
　図９は、本発明の例示的な実施形態による、例示的なセグメント評価の例示的なスクリ
ーンショットである。タイムバー５０５は、画像ストリーム９０１の解剖学的セグメント
、すなわちＧＩＴの解剖学的部分（例えば、第１の十二指腸画像と第１の盲腸画像との間
のＧＩＴに沿った距離、すなわち小腸）に対応する。解剖学的セグメント９０１は、実質
的に等しい長さの３つのセグメントに細分される。この例では、３つの小腸セグメントの
それぞれは、長さに関して結腸と比較され、これらの４つのセグメント（すなわち、小腸
の３つのセグメント及び結腸セグメント）のそれぞれは、上記のように、独立かつ逐次的
な方法で再表示され評価される。図９に示すように、解剖学的セグメント９０１のセグメ
ント９０３が強調表示され、セグメント９０３の左右の画像が表示される。例えば、病変
を表示する第１の画像が（例えば、ユーザからの入力を受信することによって）識別され
ると、ユーザは、グラフィカル制御要素９０９を介して、セグメント９０３の第１の病変
値を入力するよう促される。幾つかの実施形態では、ユーザは、図１０Ａ及び図１０Ｂに
示すように、グラフィカル制御要素９０９をクリックすることによって、病変重篤度ポッ
プアップツールを利用することを選択することができる。病変重篤度ポップアップツール
１００３は、病変重篤度等級分け（例えば、度）１００５の例をユーザに提示する。この
ようにして、ユーザは、セグメント９０３の左右の画像を病変重篤度ポップアップツール
１００５の例と比較して、セグメント９０３に割り当てる病変重篤度値を決定することが
できる。これらの例は、予めロードすることができる。幾つかの実施形態では、例えば、
標準化された評価を提供するために、均一で標準化された等級付け及び／又はスコア付け
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を生成するのを助けるために、画像のカタログが提供される。
【００９８】
　図９に戻ると、この実施形態では、最も重篤な病変値は、１、２及び３の間である。値
、１、２及び３は、スケールに対する重篤度を示すという点で相対値であり、他のスケー
ルを使用することができる。
【００９９】
　グラフィカル制御要素９０９は、ユーザが特定のサムネイルに関するコメントを入力で
きるサムネイルコメントセクションを含む。
【０１００】
　図１２Ａ～図１２Ｄは、本発明の例示的な実施形態による例示的なセグメント粘膜評価
の例示的なスクリーンショットである。各セグメントについて、最も重篤な病変値の入力
が完了すると、ユーザは、グラフィカル制御要素１２０３で、最も典型的な又は一般的な
病変及びセグメントの程度値を入力するのを促される。グラフィカル制御要素１２０３は
、セグメントに対する典型的又は一般的な病変値（例えば、プルダウンメニュー１２０５
に示されるように０～３）及び程度値（例えば、プルダウンメニュー１２０７に示される
パーセント範囲）をユーザが選択することを可能にする。幾つかの実施形態では、ユーザ
が典型的又は一般的な病変及び程度値を入力しない限り、システムは、例えば、ユーザに
「セグメント評価を完了してください」と要求するポップアップウィンドウ１２０９を表
示することによって、ユーザを評価プロセスにおいて先に進めることを控えることができ
る。
【０１０１】
　ユーザがセグメント９０３に対する値を入力すると、例えば、以下の図１３に示すよう
に、解剖学的セグメント９０１の次のセグメントが評価される。
【０１０２】
　図１１は、図９の例示的な評価のさらなる例示的なスクリーンショットである。図１１
は、セグメント９０３の最も重篤な病変値が受信され入力された後の、図９に示す評価プ
ロセスのスクリーンショットを示す。タイムバー５０５は、強調表示されたセグメント９
０３を示し、セグメントに対するユーザ入力がユーザに表示される。セグメントにおける
別の識別された病変の重篤度が、既に入力された病変値の重篤度よりも大きい場合、ユー
ザは、セグメント９０３に対する別の最も重篤な病変値を入力することができる。このよ
うにして、各セグメントは最も重篤な病変について評価される。ユーザがセグメント９０
３に対する値を入力すると、例えば、以下の図１３に説明されるように、全ての関連セグ
メントが再表示され、評価されるまで、次のセグメントが順次かつ独立して評価される。
【０１０３】
　図１３は、本発明の例示的な実施形態による、第１のセグメントの評価の完了時のセグ
メント評価の例示的なスクリーンショットである。セグメント値領域８０５は、例えば図
９～図１２で説明したように、セグメント評価の結果としてユーザによって入力された値
を表示する表を含む。ＧＩＴ　８０７のグラフ表示は、対応する最も重篤な病変値及び最
も一般的又は典型的な病変値で第１のセグメントを表示する。この例では、最も重篤な病
変値は、対応するＧＩＴ領域に隣接して配置された重篤度値（この例では「１」）を含む
円アイコンによって示される。典型的又は一般的な重篤度値は、対応するＧＩＴ領域の塗
りつぶし色で示される。ユーザによって入力された値及び／又は開示されたコンピュータ
化されたシステム及び／又は方法によって計算された値に対応する、異なる又は追加のイ
ンジケータを表示することができる。幾つかの実施形態では、値の組は、以下の図１４に
関して詳述するように、例えば、セグメントにおける狭窄の存在又は疾患のサブセグメン
トの関与を示す、１つ又は複数のバイナリ値を含むことができる。
【０１０４】
　図１４は、本発明の例示的な実施形態による、全てのセグメントの評価の完了時のセグ
メント評価の例示的なスクリーンショットである。セグメント値領域８０５は、各セグメ
ントのセグメント分析の結果として、ユーザ及び／又は開示されたコンピュータシステム
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及び／又は方法によって入力された値を表示する。表示され、値が割り当てられた画像は
、タイムバー５０５の下にサムネイルとして表示される。ＧＩＴ　８０７のグラフ表示は
、各セグメントを対応する最も典型的又は一般的な病変値及び最も重篤な病変値で表示す
る。幾つかの実施形態では、最も一般的な病変値に色、例えばＧＩＴ領域の塗りつぶし色
が割り当てられる。例えば、最も一般的な病変値番号１は黄色であり、最も一般的な病変
値番号２はオレンジ色であり、最も一般的な病変値番号３は赤色であり得る。このように
して、評価情報をユーザに迅速かつ容易に伝達する方法で評価情報を表示することができ
る。
【０１０５】
　幾つかの実施形態では、値の組は、例えば、十二指腸、末端回腸、右結腸及び左結腸な
どの関心のあるサブ領域に対応する狭窄又は関与の存在を示すバイナリ値を含むことがで
きる。図１４に示すように、受信された入力は、結腸セグメントにおける狭窄の存在を含
む（文字「ｓ」を含むアイコンによってセグメント値領域８０５に示される）。したがっ
て、ＧＩＴ８０７のグラフ表示は、結腸領域に隣接して位置する文字「Ｓ」を含むアイコ
ンを含む。
【０１０６】
　図１５Ａ及び図１５Ｂは、本発明の例示的な実施形態による、ＧＩＴの関与する又は関
与していない解剖学的部分を参照するデータを含む例示的な粘膜評価報告である。各報告
書は、図１４のなどの前の図に示された実施形態により、ＧＩＴの粘膜評価を提示する、
ＧＩＴの表及びグラフ表示を含む。各表は受信された入力を提示する。サブセグメントは
、十二指腸、末端回腸、右結腸及び左結腸の解剖学的部分を含む。図１５Ａに示す報告に
よれば、十二指腸及び末端回腸は関与していない。図１５Ｂに示す報告によれば、右結腸
のみが関与していない。疾患に関与していないサブセグメントは、塗りつぶしの色を含ま
ない（又は、白色の塗りつぶしの色を含む）ことによって、ＧＩＴのグラフ表示に示され
る。一方、関与する残りの対応するセグメント（すなわち、関与していないサブセグメン
トを除く）は、それぞれのセグメントにおける病変の典型的又は一般的な重篤度を示す塗
りつぶし色を有する。
【０１０７】
　図１６は、本発明の例示的な実施形態による、全てのセグメントの評価の完了時のＧＩ
Ｔ評価の例示的なスクリーンショット（又はその一部）である。セグメント値領域８０５
は、各セグメントのセグメント分析の結果として、ユーザによって及び／又は開示された
コンピュータ化された方法及び／又はシステムによって入力された値を表示する。ＧＩＴ
　８０７の解剖学的グラフ表示は、各セグメントを対応する値で表示する。各セグメント
における最も重篤な病変の画像１６０１Ａ～１６０１Ｃと、狭窄の画像１６０１Ｄとが表
示される。
【０１０８】
　図１７は、本発明の例示的な実施形態による、全てのセグメントの評価の完了時のＧＩ
Ｔ評価の印刷可能なレポート１７０１の例示的なスクリーンショットである。
【０１０９】
　図１８は、本発明の例示的な実施形態による、２つの異なる日付で行われた処置につい
て同じ患者の２つの評価報告の例示的なスクリーンショットである。２つの評価報告は、
隣接する方法で表示することができ、したがって、治療奉仕者は、被験者のＧＩＴにおけ
る疾患の進行又は経過をよりよく評価し、評価し、及び／又は理解し、よりよく治療する
ことができる。
【０１１０】
　図１９は、本発明の例示的な実施形態による、被験者のＧＩＴにおける粘膜疾患の粘膜
徴候を監視するための方法のフローチャートである。
【０１１１】
　ステップ１９１０では、被験者のＧＩＴの少なくとも一部における粘膜疾患の粘膜徴候
の位置及び重篤度を示す複数の表示が得られる。複数の表示の各表示は、本方法及び／又
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は本明細書に開示されたシステムに従って生成することができる。各表示は、一意の日付
を有する処置の間に被験者のＧＩＴに取り込まれた画像ストリームに基づくことができる
。被験者は一意の被験者識別子を持つことができる。例えば、カプセル内視鏡法の処置を
有する患者０００１としての一意の識別子を有する患者に対して、複数の値は２０１６年
１月１日及び２０１６年２月１日の一意の日付になり得る。患者の識別子、日付及び処置
は、単に説明の目的の例であり、任意の数の処置及び日付を複数の値に含めることができ
ることは、当業者には明らかである。
【０１１２】
　ステップ１９２０では、複数の表示が隣接して表示される。
【０１１３】
　ステップ１９３０において、各表示は、対応する一意の日付でタグ付けすることができ
、したがって、ユーザは、時間にわたって粘膜疾患の状態を監視することができる。
【０１１４】
　幾つかの実施形態では、各表示は、そのＧＩＴ領域の各々を示すＧＩＴ部分の解剖学的
グラフ表示と、ＧＩＴ領域の各々について得られた値の組の１つ又は複数の値とを含むこ
とができる。解剖学的グラフ表示は、対応する一意の日付に従ってタイムラインに沿って
表示することができる。
【０１１５】
　幾つかの実施形態では、開示されたコンピュータ化された方法及び／又はシステムをさ
らに利用して、ある期間中に患者ＧＩＴにおいて実行される複数の処置に割り当てられた
値の組を比較するのにさらに利用でき、その比較の結果をユーザに提示することができる
。このような比較は、当技術分野で公知の方法に従って行うことができる。
【０１１６】
　幾つかの実施形態では、有益な記述子（例えば、日付、処置名など）を含む、被験者の
関連する病歴データを受け取ることができる。複数の表示は、対応する一意の日付に従っ
てタイムラインに沿って表示することができる。患者の病歴データの少なくとも一部はま
た、タイムラインに沿って表示されてもよい。幾つかの実施形態では、本方法は、被験者
の治療開始及び終了データ、手術履歴データ及び検査室並びに生理学的履歴、又はそれら
の任意の組み合わせを含む医学治療履歴データを受信することをさらに含むことができる
。この方法はさらに、タイムラインに沿ってそのようなデータの少なくとも一部を表示す
ることを含むことができる（例えば、図２０Ａ及び２０Ｂに記載されるように）。この方
法はまた、被験者についてのデータを見る要求を受信することを含むことができる。要求
には、一意の被験者識別子を含めることができる
【０１１７】
　図２０Ａ及び図２０Ｂは、的な実施形態による、タイムラインに沿った複数の解剖学的
グラフ表示及び対応する医学治療を含む例示的な報告２００３及び２００５である。
【０１１８】
　各報告について、同じ患者のＧＩＴの一部（すなわち、腸管）の解剖学的グラフ表示、
２００７　Ａ～Ｃ及び２００９　Ａ～Ｃが、３つの異なる時間に行われた処置に基づいて
評価のために表示される。各グラフ表示はタイムライン上に示され、時間にわたる患者の
医学治療も表示される。このようにして、ユーザは、とりわけ、治療が所与の患者に対し
て経時的に行った効果を判定することができる。
【０１１９】
　幾つかの実施形態では、粘膜徴候を少なくとも部分的に自動的に識別し、任意選択的に
評価することができ、自動的に識別された粘膜徴候を示す表示をユーザに提示することが
できる。このような実施形態では、開示されたシステム及び方法は、上記で詳述したよう
に、ＧＩＴ部分の画像ストリームにおける粘膜徴候を自動的に識別するために利用されて
もよい。幾つかの実施形態では、開示されたシステム及び方法は、識別された粘膜徴候（
例えば、軽度、中等度又は重度）の重篤度を判定するためにさらに利用され得る。幾つか
の実施形態では、１つ又は複数のＧＩＴ領域における自動的に識別された粘膜徴候の全て
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を示すマップを生成し、ユーザに表示することができる。例えば、ヒートマップは、その
重篤度値に応じて着色されたＧＩＴ領域における同定された粘膜徴候を表す複数の要素を
含むように表示されてもよい。ここで、本発明の例示的な実施形態による、ＧＩＴ領域の
病変ヒートマップを表示するスクリーンショットである図２１Ａ、図２１Ｂ及び図２１Ｃ
を参照する。各要素がＧＩＴ領域内の特定された病変を表す一連の要素は、その領域に沿
った病変の相対的な位置に従って提示することができる。各要素は、図２１Ａに示すよう
に自動的に評価された重篤度レベル（例えば、軽度、中程度又は重篤）に従って色づけで
きる。このようなマップに基づいて、ユーザは、簡単および迅速な方法で値の組の他の値
を手動で決定してもよい。例えば、上述した病変ヒートマップを提示されたユーザは、こ
のマップに基づいて、最も一般的な病変値、最も重篤な病変値及び表示された領域に対す
る関与の程度などの値を決定することができる。図２１Ｃは、その色に従って病変を提示
し、対応する重篤度を示す。そのような提示は、例えば、ＧＩＴ領域における最も一般的
な値、最も重篤な値及び程度値の手動による決定をさらに容易にすることができる。幾つ
かの実施形態では、自動的に特定された粘膜徴候の提示及び／又はそのような自動評価は
、提案として、及び／又はユーザによって実行される識別及び／又は評価を検証及び／又
は完了するために使用することができる。
【０１２０】
　前述の説明では、本発明の様々な態様が説明されている。説明の目的で、本発明の完全
な理解を提供するために、特定の構成及び詳細が示される。しかしながら、当業者には、
本明細書に提示された特定の詳細無しで本発明を実施できることは明らかである。さらに
、本発明を不明瞭にしないために、周知の特徴を省略又は簡略化することができる。
【０１２１】
　特に断りのない限り、上記の議論から明らかなように、明細書全体を通して、「処理す
る」、「計算する」、「記憶する」、「決定する」などの用語を利用する議論は、コンピ
ューティングシステムのレジスタ及び／又はメモリ内の物理量、例えば電子量として表さ
れるデータを、コンピューティングシステムのメモリ、レジスタ又は他のこのような情報
記憶装置、送信又は表示装置内の他のデータに、操作及び／又は変換するコンピュータ又
はピューディングシステムあるいは同様の電子コンピューティング装置の動作及び／又は
プロセスを指すことが分かる。
【０１２２】
　異なる実施形態を本明細書に開示する。特定の実施形態の特徴は、他の実施形態の特徴
と組み合わせることができ、したがって、特定の実施形態は、複数の実施形態の特徴の組
み合わせとすることができる。
【０１２３】
　本発明の実施形態は、プロセッサ又はコントローラによって実行されると、プロセッサ
又はコントローラに本明細書で開示された方法を実行させる命令、例えば、コンピュータ
実行可能命令を符号化し、含み、又は記憶する、例えばメモリ、ディスクドライブ、又は
ＵＳＢフラッシュメモリなどの、コンピュータ又はプロセッサ読み取り可能な非一時的記
憶媒体などの物品を含むことができる。幾つかの実施形態では、コンピュータプロセッサ
又はコンピュータコントローラ、例えばデータプロセッサ１４は、例えばプロセッサに接
続されたメモリに格納されたソフトウェア又はコードを実行することによって、及び／又
は専用の回路を有することによって本発明の実施形態を実行するように構成することがで
きる。
【０１２４】
　本発明の実施形態の前述の説明は、例示及び説明のために提示されたものである。本発
明を開示された正確な形態に包括的であること、又は限定することを意図するものではな
い。当業者であれば、上記の教示に照らして多くの修正、変形、置換、変更、及び等価物
が可能であることを理解されたい。したがって、添付の特許請求の範囲は、本発明の真の
精神に含まれる全てのそのような改変及び変更を包含するように意図されていることが理
解されるべきである。
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